
江
児
童
館
の
屋
上
防
水
改
修
工

事
、
永
和
小
学
校
の
公
共
下
水
道

接
続
工
事
等
で
す
。

質
　
疑　
個
人
番
号
カ
ー
ド
関

連
業
務
委
託
交
付
金
に
つ
い
て
、

契
約
・
業
務
の
内
容
、
委
託
先
は
。

答
　
弁　

通
知
カ
ー
ド
の
作

成
、
個
人
番
号
カ
ー
ド
申
請
受
付

処
理
、
コ
ー
ル
セ
ン
タ
ー
業
務
な

ど
を
地
方
公
共
団
体
シ
ス
テ
ム
機

構
に
委
任
す
る
。

質
　
疑　
永
和
小
学
校
の
公
共

下
水
道
接
続
工
事
費
に
つ
い
て
、

工
事
の
内
容
は
。
浄
化
槽
は
撤
去

す
る
の
か
、
貯
水
槽
と
し
て
使
う

の
か
。

答
　
弁　
校
舎
の
ト
イ
レ
、
特

別
教
室
、
手
洗
い
場
等
の
配
管
接

続
、
プ
ー
ル
の
汚
水
、
体
育
館
、

屋
外
ト
イ
レ
の
配
管
接
続
の
工
事

を
計
画
し
て
い
る
。
既
設
の
浄
化

槽
が
2
基
あ
る
が
、
防
火
水
槽
へ

の
転
用
を
計
画
し
て
い
る
。
夏
休

み
の
期
間
中
に
工
事
着
工
を
し
た

い
。

一
般
会
計
補
正
予
算
の

討
論

反
　
対

　

マ
イ
ナ
ン
バ
ー（
個
人
番
号
）制

度
に
は
、
個
人
情
報
保
護
に
課
題

が
あ
る
。
今
後
、
ど
ん
な
情
報
を

リ
ン
ク
さ
せ
て
い
く
の
か
見
え
て

い
な
い
し
、
所
得
の
正
確
な
把
握

は
で
き
ず
不
公
平
が
残
る
。
マ
イ

ナ
ン
バ
ー
制
度
導
入
に
は
、
現
時

点
で
問
題
が
あ
り
、
反
対
す
る
。

同
　
　
意

　

次
の
選
任
に
同
意
し
ま
し
た
。

■	

公
平
委
員
会
委
員

　

川か
わ
さ
き崎　

修し
ゅ
う
い
ち一　

氏（
名
古
屋
市
）

■	

教
育
委
員
会
委
員

　

杉す
ぎ
か
た方　

南な
み
え衣　

氏　
（
須
依
町
）

意
見
書
案

■	

国
民
的
合
意
の
な
い
ま
ま

に
、
安
全
保
障
体
制
の
見

直
し
を
行
わ
な
い
よ
う
求

め
る
意
見
書

　

賛
成
少
数
で
不
採
択
と
な
り
ま

し
た
。

（
主
な
内
容
）

　

政
府
の
安
全
保
障
法
制
へ
の
対

応
は
憲
法
９
条
を
逸
脱
し
て
お

り
、
国
民
の
多
く
が
疑
問
を
感
じ

て
い
る
。
国
民
論
議
を
喚
起
し
国

の
あ
り
よ
う
は
国
民
に
ゆ
だ
ね
る

べ
き
で
、
国
民
的
合
意
の
な
い
ま

ま
に
、
見
直
し
を
行
わ
な
い
よ
う

求
め
る
。

意
見
書
案
の
討
論

 

賛
　
成

　

多
く
の
自
治
体
議
会
が
、
同
じ

よ
う
な
意
見
書
を
提
出
し
て
い

る
。
近
隣
自
治
体
で
は「
う
ち
は
、

年
齢
の
高
い
自
民
党
系
の
議
員
が

先
頭
に
た
っ
て
と
り
ま
と
め
た
」

と
言
わ
れ
た
。
強
引
に
解
釈
を
変

え
よ
う
と
す
る
こ
と
は
問
題
で
あ

り
、
実
際
に
有
事
が
発
生
し
た
と

き
に
的
確
な
判
断
が
で
き
な
い
法

案
に
は
、
慎
重
審
議
を
求
め
る
べ

き
だ
。

賛
　
成

　

自
衛
隊
を
認
め
る
人
、
憲
法
改

正
を
求
め
て
い
る
人
た
ち
も
、
内

閣
の
判
断
で
解
釈
改
憲
す
る
こ
と

は
許
さ
れ
な
い
と
反
対
し
て
い

る
。
国
民
の
権
利
を
守
り
、
権
力

を
縛
る
憲
法
を
、
時
の
内
閣
が
、

解
釈
や
運
用
を
都
合
よ
く
変
え
る

こ
と
は
、
許
さ
れ
な
い
。

賛
　
成

　

国
会
論
戦
で
、
集
団
的
自
衛
権

の
行
使
と
と
も
に「
戦
闘
地
域
」ま

で
自
衛
隊
を
派
兵
し
、「
後
方
支

援
」
を
行
う
な
ど
、
自
衛
隊
員
が

「
殺
し
、
殺
さ
れ
る
」危
険
が
明
ら

か
に
な
っ
た
。
愛
西
市
の
若
者
を

戦
場
に
送
る「
戦
争
法
案
」は
許
さ

れ
な
い
。

反
　
対

　

現
在
、
国
で
は
集
団
的
自
衛
権

の
極
め
て
限
定
的
な
範
囲
で
の
行

使
容
認
に
つ
い
て
、
慎
重
か
つ
丁

寧
に
審
議
が
進
め
ら
れ
て
い
る
。

慎
重
審
議
を
求
め
る
意
見
書
で
あ

れ
ば
理
解
で
き
る
が
、
こ
の
内
容

で
は
賛
成
で
き
な
い
。

反
　
対

　

安
保
法
案
で
最
も
重
要
な
の

は
、
日
本
の
国
家
主
権
を
守
れ
る

か
だ
。
現
在
の
世
界
情
勢
は
、
法

改
正
を
行
わ
な
け
れ
ば
日
本
の
安

全
を
維
持
で
き
な
い
状
況
だ
。
的

外
れ
な
意
見
書
に
は
賛
成
で
き
な

い
。反

　
対

　

日
本
を
取
り
巻
く
安
全
保
障
環

境
が
厳
し
さ
を
増
す
中
、
自
衛
の

措
置
が
ど
こ
ま
で
認
め
ら
れ
る
か

を
議
論
し
た
結
果
が
昨
年
７
月
の

閣
議
決
定
だ
、
他
国
防
衛
の
た
め

の
集
団
的
自
衛
権
の
行
使
を
認
め

る
も
の
で
は
な
い
。
誤
解
を
さ
れ

る
意
見
書
に
は
反
対
。
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